
（医療費明細照会）
１．MY HEALTH WEBにログイン後、「医療費情報」を選択し、
「医療費のお知らせ」に掲載されている「最新の医療費通知（家族総計）」
の【詳細はこちら】ボタンをクリックする。

次へ

最新の医療費通知（家族総計）



２．「医療費明細検索」画面の「検索」部分をクリックし、表示された
「診療年月」に、検索したい期間を入力して「検索する」ボタンをクリック。
※確定申告期間までに健保組合に情報が届いていない前年年度末（１１、１２月分）
については検索できない場合があります。
※「医療機関名」は必要に応じて絞り込んでください。

次へ



３．医療費明細が表示されますので、窓口負担額を確認下さい。

下
へ
ス
ク
ロ
ー
ル



（給付金支給照会） ※保険給付金の支給があった方のみ
１．MY HEALTH WEBにログイン後、「医療費情報」を選択し、
「医療費のお知らせ」に掲載されている「最新の給付金支給額（家族総計）」
の【詳細はこちら】ボタンをクリックする。

次へ

最新の給付金支給額（家族総計）



２．「給付金支給明細検索」画面の「検索」部分をクリックし、表示された
「診療年月」に、検索したい期間を入力して「検索する」ボタンをクリック。

※「給付金種別指定」は必要に応じて絞り込んでください。
注意）出産手当金、傷病手当金、傷病手当金付加金、延長傷病手当金付加金は

医療費控除での給付としての申告は不要です。

次へ



３．給付金支給明細が表示されますので、法定給付額・付加給付額を確認下さい。

下
へ
ス
ク
ロ
ー
ル

４．給付金支給明細を下にスクロールすると合計欄の下に
「ＰＤＦダウンロード/印刷」と「給付金支給決定通知書」ボタンが
ありますので、必要に応じてダウンロードまたは印刷をしてください。



（医療費控除 確定申告書作成）
１．「国税庁 確定申告書等作成コーナー」サイトより
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

「医療費集計用フォーム」をダウンロードし、医療費明細、給付金支給明細の
内容を転記下さい。

https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl


２．「医療費集計用フォーム」を作成し、
e-Taxで申告する場合は、作成したフォームをアップロードしてください。

窓口にて申告する場合は、申告書並びに手元に保管されている領収書
類と一緒に印刷したフォームと、医療費明細、給付金支給明細または
給付金決定通知書をご持参してください。

医療費明細の
窓口負担額の
記入欄

給付金給付明細の
法定・付加給付額の
記入欄



３．医療費控除の申告にあたっての注意事項

① 「医療費明細」のデータについては、健康保険対象の入院・外来治療・薬剤等の医療機関
窓口で支払われた自己負担分の金額のみとなります。
金額については、健保組合に医療機関より届く情報（レセプト）の診療点数により算出された
ものですので、窓口で実際に支払われた額と、端数処理の関係上、多少差異が出る場合が
あります。（少額の差異なので申告上は問題ないとされています）
また、「給付金支給明細」データもサントリー健保組合からの支給されたもののみとなります。

※確定申告期間までに、医療機関より健保組合に情報が届いていないため、前年年度末
（１１、１２月）分が含まれていない場合があります。お手元の領収書等でご確認の上、
医療費集計フォームへ追加記入下さい。

※出産手当金、傷病手当金、傷病手当金付加金、延長傷病手当金付加金は医療費控除
での給付としての申告は不要です。

②その他で医療費控除の対象になる「健康保険適用外の治療費・薬剤費」や、医療機関までの
「交通費」、「サントリー健保に加入されていないご家族の医療費」、「市販の常備薬等の購入
代金」、行政や個人加入の保険会社の「健保以外からの給付金」も含まれておりませんので、
その分については、必要に応じ、各自でご準備の上、医療費集計フォームに一緒に記載して
ご申告ください。

③２０２３年途中にサントリー健保に加入された方のサントリー健保以前の医療費・給付金に
ついては、以前に加入されていた保険者（健保組合・共済組合・国保等）へご確認下さい。

④その他、確定申告やｅｰＴａｘに関する事項、窓口での申告に関する事などについては、
国税庁、または管轄である最寄りの税務署の窓口へ、各自でお問い合わせ下さい。


